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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成18年６月27日に提出した第６期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第５ 経理の状況 

 １ 連結財務諸表等 

  (1)連結財務諸表 

   注記事項 

    関連当事者との取引 

    Ⅱ 当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

３【訂正箇所】 

  訂正箇所は          線で示しております。 



第一部【企業情報】 

 第５【経理の状況】 

 １【連結財務諸表等】 

  (1)【連結財務諸表】 

  注記事項 

   【関連当事者との取引】 

    Ⅱ 当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

（訂正前） 

    (1）親会社及び法人主要株主等 （略） 

    (2）役員及び個人主要株主等 

 （注１） 当行役員Ｊ.クリストファー フラワーズが会長を務めるJ.C.フラワーズ社(J.C.Flowers ＆Co.LLC)がジェネ

ラルパートナーを務めるリミテッドパートナーシップであります。 

 （注２） 出資比率は11.6%であります。 

  （注３） 当行子会社であるShinsei NIB (Cayman) Limitedを通じて出資しております。 

  （注４） 当行役員Ｊ.クリストファー フラワーズが間接的に議決権の過半数を保有しております。また、当行の持分

法適用会社であります。 

  （注５） Hillcot Holdings Limitedの100％子会社であります。 

  （注６） Hillcot Holdings Limitedによる買収後も、買収元が当社に対する再保険債務の保証を引き続き行ってお

り、その再保険の支払が生じた場合に対する支払保証であります。買収時の合意事項の一環であるため、保証

料は特段定めておりません。また保証残存年数は４年となっております。 

  （注７） 「議決権等の所有割合」欄の（ ）内は、間接所有の割合（内書）、「関係内容」の「役員の兼任等」欄の

（ ）内は、当行の役員（内書）であります。 

    (3）子会社等         （略） 

    (4）兄弟会社等        （略） 

属性 会社名 住所 
資本金 
又は出資金 

  

事業の内
容 

議決権
等の所
有割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

New NIB  

Partners  

LP 

（注１） 

米国 

ニューヨ

ーク州  

(千ユーロ) 

1,511,500 
金融業 

－ 

(注２) 
－ 

リミテ 

ッド  

パート

ナーシ

ップ 

出資の引受け 

（注３） 
25,002 － － 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

Hillcot  

Holdings  

Limited  

（注４） 

英国領 

バミュー

ダ ハミ

ルトン市 

(千米ドル) 

24 

保険持株

会社 
33.7 

2 

(1) 
出資 増資の引受け 5,105 － － 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

Hillcot  

Re Limited 

（注５） 

英国領 

バミュー

ダ ハミ

ルトン市 

(千英ポン
ド) 

28,184 

再保険会

社 

33.7 

(33.7) 

1 

(1) 

出資先

の子会

社 

保証 

（注６） 
－ 支払承諾 410 



（訂正後） 

    (1）親会社及び法人主要株主等 （略） 

    (2）役員及び個人主要株主等 

 （注１） 当行役員Ｊ.クリストファー フラワーズが会長を務めるJ.C.フラワーズ社(J.C.Flowers ＆Co.LLC)が実質 

的に支配権を有するリミテッドパートナーシップであります。 

 （注２） 出資比率は11.6%であります。 

  （注３） 当行子会社であるShinsei NIB (Cayman) Limitedを通じて出資しております。 

  （注４） 当行役員Ｊ.クリストファー フラワーズが間接的に議決権の過半数を保有しております。また、当行の持分

法適用会社であります。 

  （注５） Hillcot Holdings Limitedの100％子会社であります。 

  （注６） Hillcot Holdings Limitedによる買収後も、買収元が当社に対する再保険債務の保証を引き続き行ってお

り、その再保険の支払が生じた場合に対する支払保証であります。買収時の合意事項の一環であるため、保証

料は特段定めておりません。また保証残存年数は４年となっております。 

  （注７）  当行役員Ｊ.クリストファー フラワーズが会長を務めるJ.C.フラワーズ社(J.C.Flowers ＆Co.LLC)が実質 

的に支配権を有するNIBC Holding N.V.が議決権の100%を間接的に保有しております。 

  （注８） 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

  （注９） 「議決権等の所有割合」欄の（ ）内は、間接所有の割合（内書）、「関係内容」の「役員の兼任等」欄の

（ ）内は、当行の役員（内書）であります。 

属性 会社名 住所 
資本金 
又は出資金 

  

事業の内
容 

議決権
等の所
有割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

New NIB  

Partners  

LP 

（注１） 

米国 

ニューヨ

ーク州  

(千ユーロ) 

1,511,500 
金融業 

－ 

(注２) 
－ 

リミテ 

ッド  

パート

ナーシ

ップ 

出資の引受け 

（注３） 
25,002 － － 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

Hillcot  

Holdings  

Limited  

（注４） 

英国領 

バミュー

ダ ハミ

ルトン市 

(千米ドル) 

24 

保険持株

会社 
33.7 

2 

(1) 
出資 増資の引受け 5,105 － － 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

Hillcot  

Re Limited 

（注５） 

英国領 

バミュー

ダ ハミ

ルトン市 

(千英ポン
ド) 

28,184 

再保険会

社 

33.7 

(33.7) 

1 

(1) 

出資先

の子会

社 

保証 

（注６） 
－ 支払承諾 410 

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等(当該会

社等の子会

社を含む) 

NIBC Bank  

Ltd ) 

（注７） 

シンガポ

ール 

（千シンガ
ポール 
ドル） 

143,720 

金融業 － － － 
債権の購入 

（注８） 
2,065 － － 



    (3）子会社等         （略） 

    (4）兄弟会社等        （略） 

以 上


